
議案第１号 

   管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 

 

  令和元年９月12日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   知事部局の組織改編に伴い、地方公務員法第52条第４項の規定に基づき、

同条第３項ただし書に規定する管理職員等として指定等をするものである。 

第２ 規則案の内容 

岩手県知事から管理職員等の指定の内申があった職について、指定する必

要があると認められることから、当該職を別表に加えること。（別表関係） 

第３ 施行期日（附則関係） 

令和元年９月22日から施行すること。 
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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和元年９月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第 号    

   管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

 組 織 職 員   組 織 職 員  

  ［略］     ［略］   

 知

事

の

事

務

部

局 

 ［略］   知

事

の

事

務

部

局 

 ［略］  

 出先

機関 

 ［略］   出先

機関 

 ［略］  

 花巻空港事

務所 

［略］   花巻空港事

務所 

 ［略］  

   東日本大震

災津波伝承

館 

副館長 総務課長  

  ［略］    ［略］  

      

備考 改正部分は、下線の部分である。  

   附 則 

 この規則は、令和元年９月22日から施行する。 
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管理職員検討表

番

号 所　属　名 職　　名 内申状況 格付 部下数 該当基準 指定要否 理　　　　　由

1
東日本大震災
津波伝承館

副館長 新規 行８ ― 第3-1 要
出先機関の長の職（所
長が非常勤の場合に
あっては次席の者）

館長は非常勤であるこ
とから、次席の副館長
を指定するもの。

2
東日本大震災
津波伝承館

総務課長 新規 行6,7 2 第3-4 要

出先機関の長が本庁の
室長と同等の格付けで
ある機関にあっては、
人事、給与又は服務に
関する事務を担当する
部長又は課長（総括課
長級以上の職位に限
る）

・副館長が本庁の室長
と同等の格付けであ
る。
・総務課長は服務に関
する事務を担当する課
長（総括課長級）であ
る。

組　　　織
検　討　対　象　の　職 管理職員等指定基準

備　　　　　　考

知
事
の
事
務
部
局

出
先
機
関

RS13110180
タイプライターテキスト
1-3




